
亀山市耐震改修促進計画概要 
 

 

 

○「亀山市耐震化促進計画」から「亀山市耐震改修促進計画」へ 

本市は、大地震に備え「住宅や建築物の耐震化を迅速かつ計画的に促進させること」を目的として、

平成２０年５月に「亀山市耐震化促進計画」（以下、「旧計画」という。）を策定しました。この旧計画は平

成２０年度から平成２７年度末までを計画期間として、耐震化率９３．９％を目標に住宅の耐震化等に取

り組んできました。しかし、現状、昭和５６年５月３１日以前建築の木造住宅（以下、「旧耐震住宅」とい

う。）等が約３，０００戸現存していることを踏まえ、「これまで以上に旧耐震基準建築物の耐震化を推進

し、市民の生命や財産を守る」ことを目的に、新たに平成２８年４月から５年間を計画期間とする「亀山市

耐震改修促進計画」（以下、「新計画」という。）を策定し、災害に強いまちづくりを進めます。 

 

○対象建築物 

すべての建築物を対象とし、特に、旧耐震住宅に加え、耐震性のない特定既存耐震不適格建築物

（特定既存耐震不適格建築物、要安全確認計画記載建築物、要緊急安全確認大規模建築物）等を

対象に耐震化を図ります。 

 

○耐震化率の目標値 

旧計画と新計画の耐震化率の実績値及び、目標値は以下のとおりです。                  

（単位：耐震化率「％」、住宅総数「棟」） 

 平成２０年末 平成２５年末 平成２７年末 平成３２年末 

旧計画 
耐震化率 ８１．４ ８８．３ ９０．４ 

 
（住宅総数） （１９，００８） （２１，７９５） （２２，５４６） 

新計画 
耐震化率 

 
８２．９ ８５．１ ９０．６ 

（住宅総数） （１９，２９０） （１９，６１８） （２０，５０１） 

旧計画では、計画策定時に、年間新築戸数を５５８棟～９３８棟と推計していたため、住宅総数が実

績値より多く、耐震化率も高い推計値となっていました。また、５年ごとの住宅土地統計調査を勘案した

目標値の修正を行っておらず、今回、平成２５年度数値を基本とし、新計画において耐震化率の目標を

「平成３２年度末までに９０％を越える」とし、施策の展開を図ります。 

また、多数の者が利用する建築物のうち、三重県と亀山市が所有する建築については、平成２６年度

末時点において、耐震化率１００％となっているため、引き続き、建築物の適切な維持管理に努め、マン

ション等民間建築物については、平成３２年度末までに１００％を目指します。 

なお、まちの安全を確保するため、地震時に通行を確保すべき道路の指定については、下記のとおり

の運用を図ります。 

○地震時に通行を確保すべき道路の指定 

(1)耐震診断義務化対象路線には、亀山市地域防災計画に定められた第１次緊急輸送道路を指定し

ます。この指定により、建築物の所有者は、該当建築物を平成３３年３月までに、耐震診断を行いその

結果を、所管行政庁（三重県又は亀山市）へ報告することを義務付けます。 

(2)耐震診断指示対象路線には、亀山市地域防災計画に定められた第２次緊急輸送道路を指定します。

この指定により、建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果に応じて耐震改修を行うよう努めな

ければなりません。 


